
個人情報開示請求から文書を受け取るまで

● １５日以内に開示・不開示の決定を行います。
● 場合によっては、決定期間を延長することがあります。

決定通知

● 開示・不開示を決定し、決定通知書を郵送します。

請求者 大阪府警察決定通知書を送付

文書の受取

● 文書の受け取りは、請求者本人が警察本部で直接受け取りすることになります。
● 文書の受け取りには、本人確認できる資料（運転免許証等）が必要です。

請求者 大阪府警察

費用の納付

文書の交付

開示請求

● 警察本部の窓口に請求者本人が直接提出してください。
● 請求には、本人確認できる資料（運転免許証等）が必要です。

請求者 大阪府警察個人情報開示請求書を提出

ご希望の情報を、速やかにかつ正確に提供させていただくため、あらかじめ、情報
公開･個人情報保護室に連絡してご自身の個人情報が記録されている行政文書の
内容等について問合せの上、来庁日時等をご連絡ください。


